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告

示

〇
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
自
然
保
護
課
）　

　

一

〇
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し
（
二
件
） 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
道
路
の
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域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始 
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同　
　

）　

　

四

 
公

告

〇
平
成
二
十
四
年
度
自
衛
官
候
補
生
の
募
集 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

五

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
十
八
号

　

平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
七
十
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

長
松
園
森
林
公
園
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

名
称

　
　

長
松
園
森
林
公
園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二　

区
域

　

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
地
内
国
道
三
四
六
号
と
三
陸
自
動
車
道
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
自
動
車
道
を
西
進
し
、
町

道
宮
ノ
入
・
大
菅
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
及
び
北
東
に
進
み
、
国
道
三
四
六
号
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
進
し
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

古
川
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

名
称

　
　

古
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二　

区
域

　

大
崎
市
三
ツ
江
地
内
国
道
四
号
と
市
道
桜
目
三
ツ
江
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
、

市
道
三
ツ
江
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
、
市
道
渕
尻
馬
櫛
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
、
一
級
河
川
江
合
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
南
東
進
し
左
岸

大
崎
市
渕
尻
地
先
と
右
岸
同
市
鶴
ヶ
埣
地
先
の
間
に
位
置
す
る
右
京
堰
の
上
流
端
を
延
長
し
た
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
延
長
線
を
一
級
河
川
江
合
川
右
岸
に
延
長
し
た
線
と
同
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右

岸
を
西
進
し
新
江
合
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
南
進
し
国
道
一
〇
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
国
道
を
西
進
し
市
道
蓑
口
沼
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
大
幡
楡
木
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
県
道
古
川
松
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進

し
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
東
北
新
幹
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
南
進
し
一
級
河
川
渋
井
川
左
岸

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
左
岸
を
北
西
進
し
東
北
自
動
車
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
動
車
道
を

北
進
し
一
級
河
川
江
合
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
右
岸
を
東
進
し
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
国
道
を
北
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

樽
水
ダ
ム
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

名
称

　
　

樽
水
ダ
ム
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）
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二　

区
域

　

名
取
市
高
館
地
内
県
道
名
取
村
田
線
と
樽
水
ダ
ム
管
理
用
道
路
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、同
管
理
用
道
路
を
南
西
、

南
東
及
び
南
西
に
進
み
、
林
道
樽
水
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
西
及
び
北
西
に
進
み
、
県
道
名
取

村
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
及
び
北
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

漆
沢
ダ
ム
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

名
称

　
　

漆
沢
ダ
ム
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二　

区
域

　

加
美
郡
加
美
町
漆
沢
地
内
、
町
道
漆
沢
宿
一
号
線
と
町
道
漆
沢
ダ
ム
線
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
町
道
漆
沢
宿
一

号
線
を
南
西
進
し
漆
沢
併
用
林
道
に
接
続
し
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
西
進
し
町
道
漆
沢
ダ
ム
線
に
接
続
し
、
同
所

か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

石
巻
市
渡
波
地
内
の
万
石
橋
左
岸
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
万
石
浦
南
岸
を
東
、
北
西
、
東
及
び
北
進
し
東
日
本

鉄
道
株
式
会
社
石
巻
線
と
の
交
点
に
至
り
、同
所
か
ら
同
線
を
北
東
進
し
女
川
町
道
浦
宿
猪
落
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
町
道
蓬
田
針
浜
線
に
通
じ
る
私
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
私
道
を
東
進
し

町
道
蓬
田
針
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
女
川
町
民
有
林
二
九
林
班
と
三
〇
林
班
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
二
九
林
班
ろ
小
班
群
と
は
小
班
群
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

二
九
林
班
ろ
小
班
群
と
は
小
班
群
と
の
境
界
線
を
北
東
進
し
二
九
林
班
ろ
小
班
群
と
に
小
班
群
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
二
九
林
班
い
小
班
群
と
ろ
小
班
群
と
に
小
班
群
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二

九
林
班
い
小
班
群
と
に
小
班
群
と
の
境
界
線
を
東
進
し
二
八
林
班
は
小
班
群
と
二
九
林
班
い
小
班
群
と
に
小
班
群
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
八
林
班
と
二
九
林
班
と
の
境
界
線
を
南
及
び
南
東
進
し
二
八
林
班
と
二
九
林
班
と
三

一
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
八
林
班
と
三
一
林
班
と
の
境
界
線
を
南
及
び
東
進
し
三
二
林
班
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
二
八
林
班
と
三
二
林
班
と
の
境
界
線
を
東
進
し
二
三
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
三

林
班
と
三
二
林
班
と
の
境
界
線
を
南
東
進
し
二
三
林
班
と
三
二
林
班
と
三
三
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二

三
林
班
と
三
三
林
班
と
の
境
界
線
を
南
東
進
し
県
道
牡
鹿
半
島
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南

東
進
し
女
川
町
小
乗
浜
と
女
川
町
高
白
浜
の
地
番
境
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
地
番
境
を
南
東
及
び
北
東
進

し
県
道
女
川
牡
鹿
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
女
川
町
道
高
白
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
町
道
を
東
進
し
女
川
町
道
高
白
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
進
し
海
岸
線
に

至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
南
進
し
女
川
町
野
々
浜
、
塚
浜
、
石
巻
市
寄
磯
浜
、
谷
川
浜
を
経
て
石
巻
市
新
山
浜
地

内
石
巻
市
道
新
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
石
巻
市
道
谷
川
鬼
形
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
石
巻
市
道
鮎
川
新
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
県
道
石
巻
鮎

川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し
石
巻
市
道
給
分
村
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
北
進
し
石
巻
市
道
給
分
村
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
石
巻
市
給
分
浜
字
給

分
地
先
の
海
岸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
北
上
し
石
巻
市
小
網
倉
、
狐
崎
浜
、
荻
浜
を
経
て
石
巻
市
荻
浜
字

田
ノ
上
浜
地
内
の
防
波
堤
南
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
峯
通
り
を
南
東
進
し
横
浜
山
の
頂
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
峯
通

り
を
北
東
進
し
県
道
石
巻
鮎
川
線
の
稗
畑
石
峠
境
界
の
峠
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
石
巻
市
立
荻
浜
中

学
校
正
門
前
を
経
て
、
防
波
堤
北
端
に
通
じ
る
小
径
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
小
径
を
南
進
し
海
岸
線
に
至
り
、
同
所

か
ら
海
岸
線
を
西
及
び
北
東
進
し
石
巻
市
桃
浦
地
内
石
巻
市
道
桃
浦
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
南
東
進
し
県
道
石
巻
鮎
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
石
巻
市
桃
浦
集
落
と
女
川
町
大
石
原
浜
集
落
を
結
ぶ

歩
道
を
東
及
び
北
東
進
し
石
巻
市
と
牡
鹿
郡
女
川
町
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
及
び
西
進
し

石
巻
市
有
林
一
〇
五
林
班
い
小
班
群
と
一
〇
四
林
班
は
小
班
群
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
進

し
石
巻
市
道
蛤
浜
通
学
路
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
石
巻
市
道
小
竹
浜
蛤
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
南
進
し
海
岸
線
に
至
り
、
海
岸
線
を
南
西
及
び
北
進
し
渡
波
港
を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円

の
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
五
号

（3）　 平成24年10月23日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2401号　　 

氏　

名

盛
口　

雅
美

住
吉　

剛
忠

早
坂　

香
恵

診
療
科
目

糖
尿
病
代
謝

科
・
内
科　

循
環
器
科

眼

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
病

院宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン

タ
ー

大
崎
市
民
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

塩
竈
市
錦
町
十
六
番
五
号

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
五
十
五
番
二
号

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
二
丁
目
三
番
十

号

氏　

名

佐
々
木
慎
司

�
橋　
　

周

加
藤　

大
祐

鬼
怒
川
次
郎

診
療
科
目

眼

科

整
形
外
科

整
形
外
科

眼

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

石
巻
市
立
病
院

気
仙
沼
市
立
病
院

加
藤
整
形
外
科
小
児
科
医
院

大
崎
市
民
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
巻
市
南
浜
町
一
丁
目
七
番
二
十
号

気
仙
沼
市
田
中
百
八
十
四
番
地

白
石
市
大
手
町
三
番
十
三
号

大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
二
丁
目
三
番
十

号

氏　
　

名

赤
羽　

武
弘

診
療
科
目

消

化

器

内

科

新

所
属
医
療
機
関
の

名

称

石
巻
赤
十
字
病
院

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

石
巻
市
蛇
田
字
西

道
下
七
十
一
番
地

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

石
巻
市
立
病
院

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

石
巻
市
南
浜
町
一

丁
目
七
番
二
十
号

木
島　

三
夫

佐
野　

敬
一

内
科
・ 

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
科　
　

整
形
外
科
・ 

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
科
・
リ

ウ
マ
チ
科

医
療
法
人
敬
仁
会

大
友
病
院

さ
の
整
形
外
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

気
仙
沼
市
三
日
町

二
丁
目
二
番
二
十

五
号

大
崎
市
古
川
駅
東

三
丁
目
四
番
二
十

四
号

木
島
医
院

石
巻
市
立
病
院

気
仙
沼
市
神
山
六

番
五
号

石
巻
市
南
浜
町
一

丁
目
七
番
二
十
号

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
一
〇
〇
五
八

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
み
ん
な
の
夢
広

場石
巻
市
鹿
妻
南
一
丁
目

十
六－

十
七

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

夢
み
の
里

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
六
〇
〇
〇
五
〇

〇
四
一
三
一
〇
〇
〇
二
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

白
石
あ
け
ぼ
の
園

白
石
市
福
岡
長
袋
字
小

倉
山
十
四－

一

な
ん
ご
う
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚

字
原
田
七
番
地

廃
止
し
た
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

白
石
陽
光
園

社
会
福
祉
法
人

南
郷
福
祉
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
四
年

九
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年

九
月
三
十
日



　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
塩
小
野
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

増
子
建
築

増
子　

健
一

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

角
田
市
小
田
字
伏
坊
九
十

六

建

設

業

許

可

番

号

般－

二
十
四

第
一
万
六
千
五

百
七
十
一
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
四
年

 

九
月
六
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

渡
誠
建
業

渡
邉　

誠
一

有
限
会
社
ト
ー
タ

ル
ク
リ
エ
イ
ト

大
宮　

秀
一

株
式
会
社
プ
レ
イ

コ
ス
ガ
仙
台

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

多
賀
城
市
大
代
三
丁
目
六

－

三
十
七

仙
台
市
若
林
区
石
名
坂
十

シ
ャ
ン
ボ
ー
ル
石
名
坂
九

百
十
三

仙
台
市
泉
区
野
村
字
西
原

一－

二

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
九

第
六
千
五
十
九

号般－

十
九

第
一
万
八
千
三

十
九
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
三

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
四
年

 

九
月
四
日

平
成
二
十
四
年

 

九
月
三
日

平
成
二
十
四
年

 

九
月
六
日

小
菅　

昭
和

有
限
会
社
ひ
か
わ

若
槻　

秀
樹

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一

丁
目
六－

八

百
九
十
九
号

般－

二
十
三

第
一
万
九
千
百

七
号

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

平
成
二
十
四
年

 

九
月
三
日

変　

更　

の　

区　

間

東
松
島
市
小
松
字
明
神
下
八
六
番
二
地
先
か

ら同
市
小
松
字
明
神
下
一
二
四
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

前
Ａ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
〇
〜

 

五
・
七

　

五
・
〇
〜

 

五
・
七

　

五
・
〇
〜

 

一
〇
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

四
七
・
〇

四
七
・
〇

四
七
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。



 
公

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
と
し
て
採
用
す
る
隊
員
の
募
集
期

間
、
試
験
期
日
、
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
の
み
）

二　

募
集
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
七
日
（
火
）
ま
で

三　

試
験
期
日

　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日
（
金
）、
同
月
八
日
（
土
）、
同
月
九
日
（
日
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
日
（
受
験
案
内

に
よ
り
通
知
す
る
。）

四　

試
験
種
目

　
　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

受
験
案
内
に
よ
り
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療

の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
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道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

大
塩
小
野
停

車
場
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

東
松
島
市
小
松
字
明
神
下
八
六
番
二
地
先
か
ら

同
市
小
松
字
明
神
下
一
二
四
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
四
年

十
月
二
十
三
日

医
療
法
人
而
成
会
大
崎
ミ
ッ

ド
タ
ウ
ン
総
合
メ
デ
ィ
ケ
ア

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
清
靖
会
木
村

病
院

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ

気
仙
沼
東
新
城
店

塩
竈
調
剤
薬
局

多
賀
城
調
剤
薬
局

古
川
調
剤
薬
局
駅
南
店

岩
出
山
調
剤
薬
局

古
川
調
剤
薬
局

古
川
調
剤
薬
局
駅
東
店

古
川
調
剤
薬
局
小
野
田
店

古
川
調
剤
薬
局
宮
崎
店

大
崎
市
松
山
金
谷
字
中
田
七
十
六
番
一
号

大
崎
市
古
川
中
島
町
一
番
八
号

気
仙
沼
市
東
新
城
二
丁
目
六
番
五
号

塩
竈
市
玉
川
一
丁
目
九
番
六
十
三
号

多
賀
城
市
中
央
三
丁
目
十
番
五
号
一

大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目
十
六
番
地

大
崎
市
岩
出
山
字
浦
小
路
十
六
番
六
号

大
崎
市
古
川
大
宮
八
丁
目
九
番
十
四
号

大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目
十
番
地

加
美
郡
加
美
町
上
野
原
四
十
四
番
一
号

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
屋
敷
五
番
十
六
号
一

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
松
ヶ
浜
字
笹
山
二
番
一

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
松
ヶ
浜
字
神
明
裏
二
十
九
番
地

 

星　
　

清
勝　
　
　
　
　
　
　
　



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
中
倉
五
十
四
番
三
十
八

　

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
中
倉
五
十
四
番
地
三
十
八

 

 
櫻
井　

繁
行　
　
　
　
　
　
　
　


